
サービス付き高齢者向け住宅事業事務処理要領 

（平成２３年１０月２０日都市整備局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。

以下「法」という。）第三章に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の事務を、適切か

つ円滑に処理するために、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（平成１３年政

令第２５０号。以下「政令」という。）、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

（平成１３年国土交通省令第１１５号。以下「単独省令」という。）、国土交通省・厚生

労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成２３年厚生労働省令国

土交通省令第２号。以下｢共同省令｣という。）、関係告示に定めるもののほか、必要な事

務処理の要領を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において使用する用語は、法、政令、単独省令及び共同省令において使

用する用語の例による。 

（登録の申請） 

第３条 法第６条の規定によりサービス付き高齢者向け住宅事業の登録（登録の更新を含

む。）を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、共同省令第４条に規定する

申請書（共同省令別記様式第一号）及び共同省令第７条に規定する添付書類を提出する

ものとする。 

２ 共同省令第７条第６号に規定する、その他市長が必要と認める書類は次に掲げるもの

とする。 

（1）入居契約に関するチェックリスト（「登録申請書の添付書類等の参考とする様式に

ついて」（平成２３年１０月７日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、国土交通省住

宅局安心居住推進課長事務連絡）中の別紙４） 

（2）建築確認済証の写し 

ただし、既存の建物を活用する場合で、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第６条第１項また同法第６条の２第１項の確認を要さないときは検査済証の写し、ま

たはこれに類するものとする。 

（3）暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報（要領様式第１号） 

（4）共同省令第 11 条に定める資格等を有しない場合は、サービスを提供する者の資格

者内訳（要領様式第２号） 

（5）その他市長が審査のために必要と認めるもの 

３ 法第５条第２項の規定に基づく申請をしようとする場合で、添付書類に変更がない場

合にあっては、前項の規定に関わらず、共同省令第４条に規定する申請書（共同省令別

記第１号様式）にその旨を記載することで、前項第３号に規定する書類を除き、省略す

ることができる。 



 

 

４ 第１項の規定による申請は、都市整備局公共建築住宅部住宅政策課に行うものとする。 

（登録基準、登録通知等） 

第４条 市長は、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に係る住宅が、法第７条

第１項各号の基準に適合していると認めるときは、法第８条第１項の規定により登録を

拒否する場合を除き、サービス付き高齢者向け住宅登録簿（以下「登録簿」という。）に

登録するものとする。 

２ 市長は、第１項の規定による登録をした場合は、当該登録を受けた者にサービス付き

高齢者向け住宅事業登録通知書（要領様式第３号）により通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の場合において、法第６条の規定によるサービス付き高齢者向け住宅

事業の登録の申請について、法第７条第１項の基準に適合すること又は適合しないこと

を決定できない理由があるときは、その理由を明示して申請者に申請書又は添付書類の

補正を求めるものとする。 

４ 市長は、法第５条第１項の登録の申請が、法第７条第１項の基準に適合しないと認め

るときは、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準に適合しない旨の通知書（要領

様式第４号）により、その理由を明示して申請者に通知するものとする。 

５ 市長は、法第８条第１項の規定により登録を拒否する場合は、サービス付き高齢者向

け住宅事業の登録を拒否する旨の通知書（要領様式第５号）により、その理由を明示し

て申請者に通知するものとする。 

６ 法第６条の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録に要する標準処理期間

は、３０日とする。 

（登録事項等の変更） 

第５条 法第９条の規定により、第４条第１項により登録を受けたサービス付き高齢者向

け住宅の登録事項等の変更をしようとする登録事業者は、サービス付き高齢者向け住宅

事業に係る登録事項等の変更届出書（共同省令別記様式第二号）に変更の前後を明示し

た図書を添付して提出しなければならない。 

２ 第３条第２項、前条第１項、第２項及び第４項の規定は、登録事項等の変更について

準用する。なお、この場合において標準処理期間は２０日とする。 

（登録簿の閲覧） 

第６条 市長は、登録簿の閲覧を求められた場合は、都市整備局公共建築住宅部住宅政策

課内において当該登録簿を閲覧させるものとする。 

（地位の承継） 

第７条 法第１１条第３項の規定による地位の承継の届出は、登録事業者地位承継届出書

（要領様式第６号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 第３条第２項、第４条第１項、第２項及び第４項の規定は、地位の承継について準用

する。なお、この場合において標準処理期間は７日とする。 

（廃業等の届出） 



 

 

第８条 法第１２条第１項の規定による廃業等の届出は、事業廃止届出書（要領様式第７

号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 法第１２条第２項の規定による破産手続き開始の届出は、破産手続き開始届出書（要

領様式第８号）を市長に提出して行うものとする。 

（登録の抹消） 

第９条 法第１３条第１項第１号に規定する登録の抹消の申請は、サービス付き高齢者向

け住宅事業登録抹消申請書（要領様式第９号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、申請のあった住宅の登録情報を登録簿から抹消

するとともに、サービス付き高齢者向け住宅登録システムの登録抹消を申請し、当該住

宅の登録情報を抹消するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による登録を抹消した場合は、当該登録の抹消を受けた者にサー

ビス付き高齢者向け住宅事業登録抹消通知書（要領様式第１０号）により通知するもの

とする。なお、この場合において標準処理期間は７日とする。 

 

（報告の徴収） 

第１０条 法第２４条第１項に規定する報告は、次の各号に定めるものとする。 

（1） 定期報告 

（2） 事故報告 

（3） その他業務に関し、市長が必要と認める報告 

２ 登録事業者又は管理等受託者は、サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告書（要領

様式第１１号）に毎年７月１日現在の登録事業の状況について記載し、毎年７月末まで

に、市長に対し、前項第１号の報告をしなければならない。ただし、法第７条による新

規の登録がなされた同年度の報告は不要とする。 

３ 登録事業者は、登録住宅の入居者に対する処遇に係る事故があった場合においては、

直ちに市長に連絡すると共に、サービス付き高齢者向け住宅事故の状況報告書（要領様

式第１２号）に事故の状況等を記載し、市長に対し、第１項第 2 号の報告をするものと

する。なお、入居者に対する処遇に係る事故とは、次の各号に定めることをいう。 

（1） 入居者の死亡事故（死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む。） 

（2） 入居者に対する虐待 

（3） 登録事業者又は管理等受託者による入居者の財産侵害（職員による窃盗等） 

（4） 感染症や食中毒の発生 

（5） サービス付き高齢者向け住宅における火災事故 

（6） 地震等の自然災害によるサービス付き高齢者向け住宅の滅失・損傷 

（7） その他住宅運営に係る重大な事故 

４ 市長は、登録事業者又は管理等受託者に対し、第１項第３号の報告を求める場合は、

サービス付き高齢者向け住宅事業の管理状況に関する報告を求める通知書（要領様式第



 

 

１３号）により、その登録事業者又は管理等受託者に通知するものとする。 

５ 前項の規定により報告を求められた登録事業者又は管理等受託者は、サービス付き高

齢者向け住宅事業の管理状況に関する報告書（要領様式第１４号）を市長に提出して報

告するものとする。 

 (立入検査) 

第１１条 市長は、法第２４条第１項の規定による立入検査（以下「立入検査」という。）

を行う場合は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関する立入検査通知書（要領様式第

１５号）により、その登録事業者又は管理等受託者に通知するものとする。ただし、登

録事業者又は管理等受託者の業務に関し、緊急に実態把握を行う必要があると認める場

合は、通知をすることなく立入検査を行うことができるものとする。 

２ 立入検査は、定期報告の報告内容に疑義がある場合又は入居者若しくはその家族等か

らの苦情があった場合等に、必要に応じて随時実施することができる。 

３ 法第２４条第 3 項に規定する身分を示す証明書は、仙台市職員証とする。 

４ 職員は、立入検査を実施したときは、速やかにサービス付き高齢者向け住宅立入検査

報告書（要領様式第１６号）により所属長に報告する。 

（指示） 

第１２条 市長は、法第２５条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

れぞれ当該各号に定める様式により、登録事業者に通知するものとする。 

(1) 登録された登録事項が事実と異なる場合 登録事項訂正指示書（要領様式第１７号） 

(2) 登録事業が法第７条第１項各号に掲げる基準に適合しないと市長が認める場合 登

録事業改善措置指示書（要領様式第１８号） 

(3) 登録事業者が法第１５条から第１９条までの規定に違反し、又は法第２０条の共同

省令で定める事項を遵守していないと市長が認める場合 登録事業是正措置指示書

（要領様式第１９号） 

（登録の取消し及び抹消） 

第１３条 市長は、法第２６条第 1 項又は第２項の規定により登録事業の登録を取り消し

たときは、サービス付き高齢者向け住宅事業登録取消通知書（要領様式第２０号）によ

り、その登録事業者に通知するものとする。この場合において、市長は、遅滞なく、取

り消しした住宅の登録情報を登録簿から抹消するとともに、サービス付き高齢者向け住

宅登録システムの登録抹消を申請し、当該住宅の登録情報を抹消するものとする。 

２ 市長は、前項により登録事業の取消しを行おうとする場合は、行政手続法（平成 5 年

法律第 88 号）の規定に基づく聴聞の手続きを執らなければならない。 

（台帳） 

第１４条 職員は、第３条から前条までの事務処理の経過等について、台帳を整備し、記

録し、及び保存して、常に明らかにしておかなければならない。 

 



 

 

（委任） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に関し、

必要な事項は都市整備局公共建築住宅部長が別に定める。 

 

附 則 

本要領は、平成２３年１０月２０日から実施する。 

附 則（平成２６年３月１４日改正） 

この改正は、平成２６年４月１日から実施する。 

  附 則（平成２８年３月１６日改正） 

この改正は、平成２８年４月 1 日から実施する。 

附 則（平成３１年４月２６日改正） 

この改正は、令和元年５月１日から実施する。 

附 則（令和元年８月２８日改正） 

この改正は、令和元年９月１日から実施する。 

附 則（令和３年３月２９日改正） 

この改正は、令和３年４月１日から実施する。 

  附 則（令和４年３月１８日改正） 

この改正は、令和４年４月１日から実施する。 

  附 則（令和４年１１月３０日改正） 

この改正は、令和４年１１月３０日から実施する。 


